
千葉市保存樹木等奨励金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例（昭和４６年千葉市条例第２１

号。以下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、保存樹木等の保存を奨励するため、条例

第７条に規定する補助に関し必要な事項を定めるものとする。 

（奨励金の交付） 

第２条 市長は、条例第４条第１項の規定により指定した保存樹木及び保存樹林の所有者に対し

て、毎年度予算の範囲内において奨励金を交付するものとする。 

（奨励金の額） 

第３条 奨励金の額は、次の各号に定めるところにより算定して得た額とする。 

（１）保存樹木については、１本当り年額３，０００円とする。 

（２）保存樹林については、その存する土地の面積に応じ、１平方メートル当り年額１０円とす

る。 

（３）年度途中で指定し、又は解除をしたときは、保存樹木については第１号の額の２分の１の

額とし、保存樹林については第２号の額を１２で除した数に指定期間の月数を乗じて得た額

とする。 

２ 前項第３号の保存樹林に係る指定期間の算定については、指定した日の属する月の翌月から

指定を解除した日の属する月の前月までの期間とする。ただし、指定した日が月の初日であると

きはその月からの期間、指定を解除した日が月の末日であるときはその月までの期間とする。 

（奨励金の交付制限） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金を交付しないものとする。ただし、第２

号及び第３号において、特別の理由があるときは、この限りでない。 

（１）千葉市市民の森設置事業実施要綱（昭和５１年１１月１日施行）第１０条の規定により奨

励金の交付を受けることができる場合 

（２）所有者の責に帰すべき理由により、保存樹木等の指定後６月以内にその指定を解除した場

合 

（３）所有者が樹木等保存協定に違反し、保存樹木等の保存目的を達成できなくなった場合 

（奨励金の交付時期） 

第５条 奨励金は会計年度毎に交付することとし、その交付の時期は当該会計年度の末とする。 

（奨励金の交付申請） 

第６条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、保存樹木にあっては保

存樹木奨励金交付申請書（様式第１号）、保存樹林については保存樹林奨励金交付申請書（様式

第１号の２）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、原則として毎年度１月末日までに行わなければならない。ただし、相当の理

由がある場合等、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定により奨励金の交付申請があったときは、保存樹木等の現況その他

について調査し、適当であると認めたときは奨励金を交付するものとする。 



（奨励金の返還） 

第８条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交

付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）偽り、その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。 

（２）保存樹木等の保存に必要な義務を著しく怠ったとき。 

附 則 

１ この要綱は、昭和５１年１１月１日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

２ 千葉市保存樹木等奨励金交付要綱（昭和４７年７月１日実施）は廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成６年１１月１日から施行し、平成６年度分の予算に係る奨励金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第６条及び第７条の規定は、平成２１

年度分の予算に係る奨励金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１２月１日から施行し、平成２５年度分の予算に係る奨励金から適用す

る。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



保存樹木 

（様式第１号） 

 

保 存 樹 木 奨 励 金 交 付 申 請 書  

 

  年  月  日 

（あて先）千 葉 市 長    

 

申請者 住  所（法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地） 

 

        〒                          

氏  名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

              

                            

連絡先電話番号 

 

                   

（連絡先電子メールアドレス） 

              ＠              

 

次のとおり保存樹木奨励金の交付を申請します。 

保存樹木の所在地  

保存樹木の合計本数            本 樹 種  

奨励金の支払方法の指定   （１．２．３のいずれかに丸をしてください。 

２の方は変更する口座を３の方は理由を記入してください。） 

１．前年と同じ口座振替 

２．変更口座振替 

金融機関名                   銀行・信用金庫・農業協同組合 

支 店 名 支店・出張所 

預金種目    普通 ・ 当座 ・ 貯蓄 ・ その他 

口座番号   

（フリガナ） 

口座名義人 

 

 

３．奨励金辞退（理由：                        ） 

※ 照  合  欄  

※ 摘     要  

（注）太枠内を記入してください。※印欄は申請者は記入しないでください。 



保存樹林 

（様式第１号の２） 

 

保 存 樹 林 奨 励 金 交 付 申 請 書  

 

  年  月  日 

（あて先）千 葉 市 長 

 

 

申請者 住  所（法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地） 

 

        〒                          

氏  名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

              

                            

連絡先電話番号 

 

                   

（連絡先電子メールアドレス） 

              ＠              

 

次のとおり保存樹林奨励金の交付を申請します。 

保存樹林の所在地  

保存樹林の合計面積                   ㎡ （    筆） 

奨励金の支払方法の指定   （１．２．３のいずれかに丸をしてください。 

２の方は変更する口座を３の方は理由を記入してください。） 

１．前年と同じ口座振替 

２．変更口座振替 

金融機関名                   銀行・信用金庫・農業協同組合 

支 店 名 支店・出張所 

預金種目    普通 ・ 当座 ・ 貯蓄 ・ その他 

口座番号   

（フリガナ） 

口座名義人 

 

 

３．奨励金辞退（理由：                        ） 

※ 照  合  欄  

※ 摘     要  

（注）太枠内を記入してください。※印欄は申請者は記入しないでください。 


